
旧 新（改定事項）
ルール 27 サイクル注⽂（法⼈⼝座はルール 26 サイクル注⽂）

（新設） （5）ワイド方式の場合、サイクル注文登録時の新規注文の指定レートが、売り注文の場合、指定レートが
　　 配信レート以下、買い注文の場合、指定レートが配信レート以上の新規注文は、クイックトレードと
     決済注文（指値）のセットの注文が発注されますが、それ以降の設定された値幅の範囲内で段階的に
     発注される複数の注文はIFD注文となります。

 ※サイクル注文におけるクイックトレードは、許容スリップを超えて約定する場合があります。
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